
令和５年７月３１日 

市民のみなさまへ 

                       都市政策部都市基盤室防災安全課 

令和５年度 芦屋市防災士養成講座の開催について 

平素は、本市防災行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。

平成７年１月１７日の阪神・淡路大震災から２８年、平成２３年３月１１日の東日本大

震災から１２年が経過しました。その後も平成３０年の西日本豪雨や令和２年の７月豪雨

など各地で災害が相次ぎ年々頻発化・激甚化しています。

毎年のように発生する災害や今後３０年以内に７０～８０％の確率で発生が想定される

南海トラフ巨大地震への備えとして、災害時の対応を広く周知する必要があります。

災害時の自助・共助に対する意識の醸成を図り、災害対応能力を向上させるため、芦屋

市防災士養成講座を開催します。

本講座を通して、市民と市職員、消防団員が共に学び、防災についての知識を習得し、

受講者全員が防災士の資格を取得することで、災害が発生した際に連携して活動する防災

体制の充実を図ります。

記 

１ 防災士養成講座について 

（１）講座開催日 第１回 １０月２８日（土） ９：００～１７：３０  

第２回 １１月１１日（土） ９：００～１７：００  

第３回 １１月２５日（土） ９：００～１８：００  

            （第３回は１７：００から防災士資格取得試験を実施します） 

（２）普通救命講習 普通救命講習未受講者又は以前受講した方で、５年経過もしくは期限

が切れている方は、防災士資格取得試験(１１月２５日)までに、下記
のいずれかの日程（定員２０名）で受講して下さい。

※申込みが必要です。

         １１月１６日（木） １３：３０～１６：３０ 

１１月１８日（土） １３：３０～１６：３０ 

１１月１９日（日）  ９：３０～１２：３０ 

１１月２０日（月） １３：３０～１６：３０ 

（３）会   場 講座、普通救命講習いずれも芦屋市消防庁舎３階多目的ホール 



（４）受講対象者 芦屋市自主防災会会員（自主防災会の会長から推薦された方） 

※自主防災会が設立されていない場合は、自治会長から推薦された方 

（５）募 集 人 員 先着２０名 

（６）受 講 料 無料（防災士育成事業補助金を活用します。試験に不合格の場合は 

教科書代 4,000 円と受講料 3,000 円が必要です。） 

（７）修 了 証 等 講座修了者には市長名の修了証を授与いたします。 

また、防災士資格取得試験を受験して、資格を取得していただきます。 

（８）申 込 方 法 申込書に記入して、防災安全課宛に郵送又は持参にてお申込みくださ

い。申込書は、防災安全課のホームページで入手できます。 

（９）申 込 令和５年８月 １日（火）から 

令和５年８月３１日（木）１７時３０分まで 

※土日祝日、平日１２時から１２時４５分までを除きます。 

２ 連 絡 先 〒659－8501 芦屋市精道町７番６号 

都市政策部都市基盤室防災安全課 担当：北村、松井、藤岡、神薗 

  T E L：0797-38-2093 

   F A X：0797-38-2157 

  E - M a i l：bosai@city.ashiya.lg.jp

                            以 上 


